
 

平成 23年２月 14日 

各  位 

会 社 名  インスパイアー株式会社 

代表者氏名  代表取締役社長  駒澤 孝次 

（大証ＪＡＳＤＡＱ、コード番号：２７２４ ） 

問 合 せ 先  経営企画室 室長 本多  隆 

電 話 番 号  ０３－３２８９－６６５１ 

 

大阪証券取引所による 

「改善報告書の徴求」及び「公表措置の実施」に関するお知らせ 

 

 当社は、株式会社大阪証券取引所より、本日付で下記事由による「改善報告書の徴求」及

び「公表措置の実施」について通知を受けましたので、ご報告申し上げます。 

 

記 

 

 当社は、平成 22年 11 月 26 日付の「第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の発

行及びコミットメント条項付第三者割当契約に関するお知らせ」にて、第三者割当による新

株予約権の発行を当社取締役会にて決議した旨を開示いたしました。しかしながら、当該新

株予約権の発行に係る金融商品取引法に基づく有価証券届出書の提出に係る届出の効力発生

がなされる前の平成 22年 12 月６日付にて、主要な割当先より当該新株予約権の割当を引き

受ける旨を承認決議した事実がないとの書面による通知を受領したため、当社において調

査・調整を行いましたが、当該新株予約権の発行に係る有価証券届出書の効力発生日までに

解決の目処が立たなかったため、平成 22年 12 月８日付の「第三者割当による新株予約権の

発行中止に関するお知らせ」のとおり、当該新株予約権の発行中止を当社取締役会にて決議

した旨を開示しております。 

 本件に関する主たる要因が、当該新株予約権の割当先に対する確認等が不十分なまま当社

取締役会での発行決議を行う等の当社の社内管理体制の不備によるものであり、上場有価証

券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第２章の規定に違反し、当社の社内管理体

制の改善の必要性が高いものと認められたことから、ＪＡＳＤＡＱにおける有価証券上場規

程第 36条第１項第１号に基づき、当社に対して今回の事態に至った経緯及び改善措置を記載

した「改善報告書」の提出が求められたものです。 

また、本件に関しては、ＪＡＳＤＡＱにおける有価証券上場規程第 42条第１項第１号に基

づき、「公表措置」が行われております。 

 

 今後当社は、株式会社大阪証券取引所からの当該措置に対し、真摯に対応していく所存で

あり、先ずは平成 23年２月 28日までに改善報告書を提出するものであります。 

 

以 上  


